
ま

で
。

(
3

)

礼

部

の
咨
　

「
主

客

清

吏

司

の

…
」

か
ら

注

(
11

)

ま

で
。

(
4

)

表

〔
一
四
‐
〇

一
〕
。

(
5

)

勅

諭

一
道

〔〇

三
-
○

四

〕
。

(6
)
兵
部
に
移
咨
　

上
京

の
貢
使
の
応
付

(〔〇
四
‐
〇
四
〕
注

(80
)
)
を

管
轄
の
兵
部
に
咨
文
で
依
頼
し
た
。

(7
)
鴻
臚
寺
琉
球
館
通
事
序
班
　
清
制

に
お
け
る
鴻
臚
寺
は
参
賀

・
賜
宴

・

謁
見
な
ど
、
も

っ
ぱ
ら
朝
廷
の
典
礼

を
職
掌
と
し
、
序
班
は
そ
こ
で
百

官
の
席
次
を
掌

っ
た

(『清
会
典
』
巻

七
五
)
。
ま
た
乾
隆
二
年
ま
で
司

賓
序
班
が
お
か
れ
帰
国
す
る
貢
使

の
伴
送
に
あ
た

っ
た

(
『清
会
典
事

例
』
巻
五

一
〇
、
巻
二
二
)
。
琉
球
館

通
事
序
班
と
は
琉
球
担
当

の
通

事
で
、
通
事
の
養
成
も
行

っ
て
い
た
会
同
館
に
お
い
て
官
生
と
し
て
言

語
を
修
得
し
序
班
と
な
っ
た
者
で
あ

る

(同
、
巻
五

一
四
)。

(8
)
跟
役
　
従
者
。
供
の
者
。

(9
)
交
割
　
引
渡
す
。

(10
)
咨
会
　
咨

を
も

っ
て
通
知
す
る
。

(11
)
等
の
因
あ
り
　
注

(3
)
の
礼
部
の
咨
の
終
り
。

(12
)
等
の
因
あ
り
　
注

(2
)
の
憲
牌

の
終
り
。

1-09‐04

招
撫
使
謝
必
振
よ
り
琉
球
国
長
史
司
あ

て
、
明

の
勅

・
印

の
返
納
を
促

す
咨

(
一
六
五
二
、
七
、

一
五
)

欽
差
の
齎
勅
せ
る
招
撫
使
謝

(必
振
)
、
欽
ん
で
勅
諭
を
頒

つ
事
の
為

に
す
。

照
得
す
る
に
、
本
使
、
前
に
皇
上
の
差
委
を
奉
じ
、
原
の
日
に
■
に
在
り

し
官
伴
を
収
攬

し
、
摘
発
し
回
国
せ
し
め
て
以
て
柔
遠
を
示
し
、
併
せ
て
入

賀
す
る
を
招
き
て
以
て
帰
順
を
広
む
。
時
に
貴
国
は
方
物

の
備
え
難
き
を
以

て
、
只
だ
周
国
盛
を
差
官
し
空
表
を
齎
し
投
誠
せ
る
の
み
な
る
も
、
六
年
(
一

六
四
九
)
十

一
月
■

に
到
れ
ば
、
部

・
撫

・
司

・
道
、
欣
羨
せ
ざ
る
莫
く
、

宴
を
賜
い
糧
を
増
す
。
七
年
二
月
内
に
至
り
京
に
赴
き
、
皇
上
の
大

い
に
嘉

す
る
を
蒙
り
、
賞
賚

は
陋
規
を
革
去
し
て
惟
十
倍
を
恩
む
。
内
院

・
礼
部
二

衙
門
に
送
り
て
再
三
詢
諭
す
ら
く
、
館
留
し
京
に
在
り
て
、
賀
の
至
る
を
守

候
し
て

一
併
に
遣
発
す
、
と
。
且

つ
来
表
の
内

に
又
、
献
■

は
稍
来
祀
に
寛

む
る
を
云
い
、
兼
ね
て
故
■

の
印

・
勅
は
未
だ
■
さ
ざ
る
を
以
て
す
れ
ば
、

其
の
中
に
游
移
携
弐
す
る
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
幸

い
に
我
が
皇
上
、
誠
信

も
て
人
を
待
す
れ
ば
、
以
て
億
逆
相
料
す
る
に
忍
び
ず
。
■

ぞ
貴
国
の
果
た

し
て
懐
疑
し
て
未
だ
決
せ
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。
賀
音
聞
こ
ゆ
る
無
く
、
本
使

は
周
差
使
と
与
に
京
邸
に
逗
留
し
、
郷
を
離
れ
井
に
背
く
こ
と
二
十
閲
月
有

奇
な
る
を
致
す
。
前
番
、
往
返
し
て
濤
を
渉
り
驚
魂
未
だ
定
ま
ら
ざ
る
も
、

馳
駆
し
復
命
し
て
瘁
骨
し
堪
傷
す
。
京
に
留
ま
り
て
賀
船
を
翹
眄

し
、
春
よ

り
し
て
復
た
秋
に
至
る
に
及
び
、
望
眼
は
穿
て
る
に
幾
く
焦
心
し
て
血
を
成

す
。
我
、
皇
仁
の
浩
蕩
な
る
を

荷

く
し
、
周
差
使
の
忠
誠
を
頼
み
、
同
心
に

協
力
し
幹
旋
し
て
回
還
す
。
是
れ
貴
国
は
尚
お
信
を
天
朝
に
失
う
も
、
天
朝

は
未
だ
貴
国
を
恩
に
辜
か
し
め
ざ
る
な
り
。
復
た
勅
書

一
道
を
頒
ち
本
使
を

差
わ
し
再
来
し
て
頒
■
せ
し
む
。
当
即
に
涕
泣
し
て
懇
辞
す
る
も
、
内
院
は

諭
す
る
に
、
聖
旨
已
に
定
ま
れ
ば
容
れ
て
更
易
す
る
無
き
を
以
て
す
。
周
差

使
の
目
撃
せ
る
所
は
、
兵

・
礼
二
部
の
畳
ね
て
三
官
を
差
わ
し
護
送
し
て
福



省
に
到
り
て
交
割
す
る
を
蒙
り
、
懐
柔
の
盛
典
は
至
れ
り
尽
く
せ
り
、
此
れ

古
今
未
だ
聞
か
ざ
る
所
な
り
。

八
年

(
一
六
五
四
)
十

一
月
に
至
り
て
■
に
到
る
。
撫
院
は
諭
す
る
に
、

王
命
森
厳
な
れ
ば
促
即
や
か
に
啓
行
す
る
を
以
て
す
。
本
使
、
又
辞
す
る
に
、

勅
書
は
重
大
な
れ
ど
も
風
■

は
時
に
非
ず
、
稍
し
く
来
年
を
待
た
ん
、
と
。

実
は
今
春
、
賀
船
の
自
ら
至
る
を
候
ち
て
、

一
は
以
て
往
返
の
航
海
の
艱
を

免
れ
、
二
は
以
て
貴
国
の
供
応
の
費
を
省
か
ん
と
欲
す
。
想
わ
ざ
る
も
、
今

春

の
来
船
は
只
だ
探
聴
を
以
て
名
と
為
す
の
み
。
故
■

の
印

・
勅
は
又
申
説

す
る
無
し
。
遂
に
院

・
司
の
猜
疑
を
起
こ
し
、
人
船
を
拘
■
し
題
し
て
定
奪

す
る
を
候
た
ん
と
欲
せ
し
む
。
本
使
、
百
計
も
て
図
維
し
従
権
も
て
酌
処
し
、

姑
く
大
夫
蔡
時
春
を
以
て
存
留
と
為
し
て
以
て
口
実
を
塞
ぎ
、
以
て
疑
隙
を

消
す
。
瓦
全
し
て
事
を
終
え
し
も
亦
た
貴
国
の
福
な
り
。
諒
に
貴
国
、
未
だ

此
の
中
の
衷
曲
を
知
ら
ず
。
奈
ん
と
も
す
る
無
く
、
車
糧
を
整
■
し
、
周
差

使
と
同
に
束
装
し
て
登
舟
す
。

六
月
二
十
九
日
、
梅
花
よ
り
開
駕
し
、
七
月
初
四
日
、
直
ち
に
古
米
に
抵

る
。
聖
天
子
の
威
霊
を
荷
く
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
安
く
ん
ぞ
此
く
の
如
く
迅

速
な
る
を
得
ん
や
。
目
今
、
太
平
は
象
有
り
。
定
ま
る
を
底
し
永
く
清
ま
り

て
百
物
は
咸
く
煕
ぐ
。
探
船

の
差
使
は
貿
易
す
る
に
悉
く
自
便
を
行
え
ば
、

事
情
を
評
価
し
時

に
乗
じ
て
亟
や
か
に
挙
て
。
仍
前
の
若
く
泄
泄
た
れ
ば
是

れ
相
い
耽
■

せ
ん
。
矧
ん
や
此
の
番
、
部
の
限
は
緊
急
な
る
を
や
。
冬
■

は

将
に
至
ら
ん
と
す
。
復
命
の
期
は
決
ず
十
月
に
在
ら
ん
。
所
有
の
入
賀
の
事

宜
は
、
故
■

の
印
・勅
も
て
作
速
に
呈
■
す
る
と
併
せ
て
料
理
せ
よ
。
更
に
、

各
員
役

の
随
帯
せ
る
湖
糸

・
氈
条

・
綢
・
布
等

の
貨
は
、
価
値
は
万
に
盈
た

ざ
る
と
雖
も
、
亦
た
当
に
早
や
か
に
之
に
預
か
る
を
為
す
べ
し
。
丙
戌
よ
り

今
に
迄
る
ま
で
屈
指
す
れ
ば
七
載
な
り
。
梯
山
し
航
海
し
家
破
れ
人
離
る
。

本
使
、
王
命
を
奉
じ
て
差
遣
せ
ら
る
と
雖
も
、
実
に
貴
国
の
為
に
奔
馳
す
。

一
片
の
苦
心
、
貴
国
の
鑑
諒
す
る
や
否
や
を
知
ら
ず
。
本
船
は
刻
、
覇
港
に

進
み
て
安
挿
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
奈
ん
せ
ん
、
差
使
周
国
盛

・
鄭
孟
徳
、
諄

諄
と
し
て
懇
留
す
れ
ば
、
姑
暫

少
し
く
待
た
ん
。
但
だ
天
威
咫
尺
な
り
。

稽
延
す
れ
ば
隕
越
し
て
罪
を
獲
ん
。
是
れ
懼
れ
て
已
ま
ず
。
先
ず
貴
司
に
咨

会
す
る
を
行
う
。
煩
わ
く
は
即
ち
三
法
司
に
転
達
し
、
貴
国
の
主
に
啓
奏
し
、

来
咨
内
の
事
理
を
悉
照
し
遵
奉
し
て
施
行
せ
ん
こ
と
を
。
■
し
再
た
疑

い
を

生
じ
怠
る
を
懐
え
ば
、
是
れ
自
ら
甘
ん
じ
て
己
を
棄

つ
る
な
り
。
本
使
に
何

の
尤
あ
ら
ん
や
。
此
の
為
に
理
と
し
て
合
に
移
咨
す
べ
し
。
須
ら
く
咨

に
至

る
べ
き
者
な
り
。

右
、
琉
球
国
長
史
司
に
咨
す

順
治
九
年

(
一
六
五

二
)
七
月
十

五
日
　

行

す

咨
　

注

(1
)
官
伴
　
官
員
と
人
伴
。
な
お
こ
こ
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
順
治
三

年
、
福
建
で
清
軍
に
投
じ
た
金
思
徳
ら
で
あ
る
。
〔〇
九
-
○

一
〕
参
照
。

(2
)
空
表
　
空
は
内
実
が
な
い
。
こ
こ
で
は
表
文

の
み
で
他

に
何
も
添
え
ら

れ
て
い
な

い
こ
と
を
さ
す
。
な
お
、
こ
の
表
は

〔
一
四
‐
〇

一
〕
。

(3
)
部

・
撫

・
司

・
道
　

こ
こ
で
は
総
督

・
巡
撫

・
布
政
司

・
巡
海
道
な
ど

を
さ
す
。
な
お
、
部
は
部
院

の
略
。

〔〇
九
-
○

一
〕
注

(22
)
参
照
。



(4
)
欣
羨
　
う
ら
や
ま
し
い
。
こ
こ
で
は
非
常

に
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
。

(5
)
陋

規
　
古

い
規
則
。

(6
)
革
去
　
改
革
す
る
。
あ
ら
た
め
る
。

(7
)
館
留
　
宿
舎
に
滞
在
す
る
こ
と
。

(8
)
賀
　

慶
賀
の
使
節
。

(9
)
故
■
　

明
を
さ
す
。
■
は
福
建

の
別
称
。
明

の
残
党
が
福
建
に
拠

っ
て

抵
抗
し
て
い
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
出

た
呼
称
か
。

(10
)
游
移
携
弐
　
游
移
は
疑
う
、
た
め
ら
う
。
携
弐
は
そ
む
く
。

(11
)
億
逆
相
料
　
億
逆
は
邪
推
す
る
。
相
料
は
お
し
は
か
る
。

(12
)
京
邸
　
会
同
館
か
。

(13
)
井

に
背
く
　
故
郷
を
あ
と
に
す
る
。

(14
)
前
番
、
往
返
　
前
番
は
前
回
。
謝
必
振
は
す
で
に
順
治
六
年
に

一
度
渡

琉
し
て
い
る
。
〔〇
九
‐
〇

一
〕
参
照

。

(15
)
望
眼
…
成
す
　
待
ち
あ
ぐ
ね
る
さ
ま
。

(16
)
幹
旋
　

つ
か
さ
ど
り
執
り
行
う
こ
と
。

(17
)
勅
書

〔〇
三
‐
〇
四
〕。

(18
)
頒
■
　

頒
布

に
同
じ
。

(19
)
三
官
　

〔〇
九
‐
〇
三
〕
に
よ
れ
ば
、
鴻
臚
寺
琉
球
館
通
事
序
班
呉
国

鼎
と
跟
役
二
名
。

(20
)
今
春

の
来
船
　

該
当
の
派
遣

の
記
録

は
残

っ
て
い
な
い
。

(21
)
申
説
　

詳
し
く
理
由
を
説
明
す
る
。

(22
)
院

・
司
　
巡
撫
と
布
政
司
か
。

(23
)
図
維
　

は
か
る
。

(24
)
従
権
　

臨
機
の
処
置
。

(25
)
蔡
時
春
　
生
没
年
不
詳
。
安
室
親
雲
上

(『市
史
宝
案
妙
』
四
八
七
頁
)
。

(
26

)

瓦

全
　

体

面

を

か

ま

わ

ず

、

ひ

た

す

ら

生

き

延

び

る

こ

と

を

図

る

。

(
27

)

衷

曲
　

真

情

。

(
28
)

整
■
　

と

と

の
え

る

。

(
29
)

束

装
　

身

支

度

す

る

。

(
30
)

古

米
　

久

米

島

。

(
31
)

探

船
　

探

聴

の
船

。

本

来

の
目

的

は

行

方

不

明

船

の
調

査

で
あ

る

が

、

つ

い

で

に
貿

易

も

行

っ
た

。
ま

た

単

に
探

聴

の
名

目

で
派

遣

さ

れ

る

こ

と

も

あ

っ
た

と

思

わ

れ

る

。

こ

こ

で

は

注

(
20

)

の
船

を

さ

す

か
。

(
32
)

自

便
　

自

分

の
便

利

な

よ

う

に

す

る

こ

と
。

(
33
)
仍

前
　

も

と

ど

お

り

。

(
34
)

泄

泄
　

ゆ

る

や

か

な

さ

ま

。
人

の
多

い
さ

ま

。
怠

る

さ

ま
。
多

言

の
さ

ま
。

(
35
)

耽
■
　

遅

れ

る

。

滞

在

す

る

。

誤

る

。

(
36

)
氈

条
　

毛
氈

。

(
37

)

丙

戌
　

順

治

三
年

。

(
38

)

覇

港
　

那

覇

港

。

(
39

)

安

挿
　

お

ち

つ
か

せ

る
。

適

当

な

所

に

按

配

し

て

置

く

。

(
40

)

天

威
咫

尺
　
咫

尺

は

き

わ

め

て
近

い

距

離

。
天

子

の
威

厳

は

顔

前

の
咫

尺

に

あ

る

こ

と
。
転

じ

て
、
拝

謁

す

る
。

こ

こ

で

は

天

威

は

恐

れ
多

い

の
意

か

。

(
41

)
隕

越
　

こ

ろ
が

り

お

ち

る
。

(
42

)

三

法

司
　

本

書

序

の
注

(
5
)

参

照

。

(
43

)

主
　

こ

の
時

ま

だ

尚

質

は

中

国

か

ら

冊

封

を

受

け

て

お

ら

ず

、
世

子

と

称

し

て

い
た

た

め
、

主

と

呼

ん

だ

の

で
あ

ろ

う

。

(
44

)

悉

照
　

し

ら

べ

つ
く

す

。


